
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）」施行規則第 3

条の 2 第 1 号の表中第 7 号の下欄に規定する「厚生労働大臣が別に指定する測定器」の指

定について（公募） 

 

Ⅰ 背景 

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年制定：通称 建築物衛生法）」

に基づく特定建築物では、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行うこととされて

います。 

 平成 14 年に行われた同法関連政省令の改正により、建築物環境衛生管理基準の空気環境

の調整に係る項目にホルムアルデヒド濃度の基準が追加され、特定建築物の新築・増築、

大規模の修繕、大規模の模様替えを行った際には、ホルムアルデヒド濃度の測定を行うこ

ととされたところです。 

 本公募は、ホルムアルデヒド濃度の測定義務づけに伴い、測定に用いることのできる機

器を指定するため、各ホルムアルデヒド測定器メーカー等から、審査に必要なデータ等を

提供していただくものです。 

 

Ⅱ 建築物衛生法におけるホルムアルデヒド測定の基本方針 

  建築物衛生法施行規則等により規定されたホルムアルデヒド濃度の測定についての基

本方針は「別紙１」のとおりです。 

  実際に審査させていただく測定器（以下「審査対象機器」）は、この基本方針に適合す

るものであることが前提となります。 

 

Ⅲ 指定までの流れ 

  審査対象機器の募集から機器の指定にいたる一連の流れは「別紙２」のとおりです。 

 

Ⅳ 評価試験 

  「別紙２」にある審査に必要な評価試験データを提出していただく必要があります。 

 実施していただく試験内容は以下のとおりです。なお、以下の試験内容を満足する試験

を過去に実施している場合は、その試験データを提出していただいても構いません。ま

た、試験の実施については、自社で独自に実施していただくか、又は分析業者等に委託

をして実施してください。 

 

【試験方法】 

 １ チャンバー試験（ホルムアルデヒド単独系） 

   試験用の小チャンバー内に所定のホルムアルデヒド濃度となるように調整したガス

をおくり、各審査対象機器に定められた操作方法によって、チャンバー内のホルムア



ルデヒド濃度を測定する。各審査対象機器ごとに、１条件・２回ずつ以上の測定を実

施する。 

   ホルムアルデヒド単独系における測定器の精度等を審査対象測定器で得られるホル

ムアルデヒド濃度の測定値（分析値）と、アクティブ法による DNPH－HPLC 法又は

AHMT 吸光光度法のいずれかの方法による測定値（精密測定値）との比較により、評

価を行う。 

(1) 試験濃度 

試験は次の３つのホルムアルデヒド濃度条件で行い、各濃度における感度に関する

精度等を評価する。試験実施時のホルムアルデヒド濃度は、設定濃度の±２０％以内

を目標とする。 

ア 0.05mg/㎥（建築物環境衛生管理基準値の１／２の濃度） 

イ 0.10mg/㎥（建築物環境衛生管理基準値の濃度） 

ウ 0.20mg/㎥（建築物環境衛生管理基準値の２倍の濃度） 

(2) 試験時間 

ホルムアルデヒドを所定の濃度で安定させた状態で、審査対象測定器による測定と

アクティブ法によるDNPH－HPLC法又はAHMT吸光光度法のいずれかの方法によ

る測定を同時に 30 分間実施する。 

ただし、審査対象機器の試料採取時間が 30 分間未満の場合は、比較すべき精密測

定値を測定している 30 分間において、任意の試料採取時点（5 ポイント以上が望ま

しい。）を数カ所設け、測定を実施する。 

(3) その他の条件 

温度２５±２℃、湿度５０±５％の条件下で実施する。 

(4) ホルムアルデヒド濃度の算出（チャンバー内濃度の測定） 

チャンバー内のホルムアルデヒド濃度は、審査対象機器による測定と同時に、アク

ティブ法による DNPH－HPLC 法又は AHMT 吸光光度法のいずれかの方法で測定・

分析を実施し、精密測定値（評価基準値）を求める。 

審査対象機器の試料採取時間が 30 分間未満の場合は、30 分間内の任意の試料採取

時点を設けて測定した測定値を平均化し、精密測定値と比較すべき分析値を求める。 

 

 ２ 現場試験 

   任意の特定建築物若しくはこれに類する建築物内にサンプリングポイントを３箇所

設け、それぞれのポイントにおける空気中のホルムアルデヒド濃度について、各審査

対象機器に定められた操作方法によって測定を実施する。各審査対象機器ごとに、１

ポイント・１回ずつの測定を実施する。（サンプリングポイントを設ける居室は、ホル

ムアルデヒド濃度が概ね 0.05～0.10 mg/㎥程度の実空間であることが望ましい。） 

   実際の現場室内環境における測定器の精度等を審査対象測定器で得られるホルムア



ルデヒド濃度の測定値（分析値）と、アクティブ法による DNPH－HPLC 法又は AHMT

吸光光度法のいずれかの方法による測定値（精密測定値）との比較により、評価を行

う。 

(1) サンプリング方法 

測定のうち、サンプリングについては、「別紙 1」の基本方針３．測定方法（２）

に基づき実施する。 

 

(2) 試験時間 

審査対象測定器による測定とアクティブ法によるDNPH－HPLC法又はAHMT吸

光光度法のいずれかの方法 による測定を同時に 30 分間実施する。 

ただし、審査対象機器の試料採取時間が 30 分間未満の場合は、比較すべき精密測

定値を測定している 30 分間において、任意の試料採取時点（5 ポイント以上が望ま

しい。）を数カ所設け、測定を実施する。 

(3) ホルムアルデヒド濃度の算出（現場濃度の測定） 

 試験現場におけるホルムアルデヒド濃度は、審査対象機器による測定と同時に、ア

クティブ法による DNPH－HPLC 法又は AHMT 吸光光度法のいずれかの方法で測

定・分析を実施し、精密測定値（評価基準値）を求める。 

 審査対象機器の試料採取時間が 30 分間未満の場合は、30 分間内の任意の試料採取

時点を設けて測定した測定値を平均化し、精密測定値と比較すべき分析値を求める。 

 

Ⅴ 提出一覧及び部数 

  下記の資料をご提出ください。 

 １ 応募申請書（別添様式 1）（1 部） 

 ２ 測定器に係る資料（15 部） 

 ３ 評価試験の内容に係る資料（15 部） 

 ４ 評価試験の結果及び考察に係る資料（15 部） 

 

Ⅵ 提出資料詳細 

 １ 測定器に係る資料の記載内容 

（1） 機器製品名（実際の商品名称をお書きください。） 

（2） メーカー名 

（3） 価格 

（4） 測定方法（可能な限り詳細にお書きください。） 

（5） 測定原理（可能な限り詳細にお書きください。） 

（6） 定量範囲 

（7） スパン較正の方法（具体的にお書きください。） 



（8） 検出下限値 

（9）  指示精度(JIS K 0303（濃度既知ガスによる目盛り確認）に基づいてお書きく

ださい。) 

(10) 測定時間 

(11) 必要較正頻度（指示精度等を担保するために必要な頻度をお書きください。） 

(12) 妨害ガス（妨害ガスとなることが想定される物質及びその影響、補正が可能な場

合はその説明を可能な限り詳細にお書きください。） 

【例】 

 アセトアルデヒド濃度 0.1ppm の単独ガスを簡易測定器に導入した場合、ホルムアル

デヒド濃度として何 ppm を示すか等。 

 

 ホルムアルデヒド 0.1ppm 

に相当する妨害ガス濃度 

備考 

アセトアルデヒド 0.1ppm 同濃度で 0.1ppm を示す 

エタノール       1.0ppm 10 倍濃度で 0.1ppm を示す 

トルエン       20ppm 200 倍濃度で 0.1ppm を示す 

 

（13）その他の最適測定条件（測定に最適な温度・湿度範囲等の条件及び補正が可能

な場合はその説明を可能な限り詳細にお書きください。） 

 

２ 評価試験の内容に係る資料の記載内容 

（1） 測定日時（日付、時間等） 

（2） 測定場所（測定場所の見取り図等があれば添付してください。） 

（3） 測定器（審査対象機器及び精密測定器） 

（4） 測定方法（可能な限り詳細にお書きください。） 

（5） 測定者（氏名、所属をお書きください。なお、委託により試験を実施した場合は、

試験実施機関、担当者の氏名、所属をお書きいただき、計量証明等があれば添付し

てください。） 

 

３ 評価試験の結果及び考察に係る資料の記載内容 

(1) 結果データ（測定時の温度・湿度条件も併せて提出してください。） 

(2) データ分析 

(3) 考察 

(4) その他（本評価試験以外にも、参考となる試験データ等があれば、提出していた

だいても構いません。） 

 



(注) データについて、精密測定値は、検量線を用いて濃度換算を行った値を小数点以下第

3 位まで示してください。また、審査対象機器による分析値は、温度補正を行った値を併せ

て示していただいたも構いません。 

 

Ⅶ 審査のポイント 

  提出いただく資料については、主に下記の４つポイントを中心に審査させていただく

予定です。 

 １ 分析値と精密測定値との測定誤差範囲 

 ２ 定量範囲（「0.04ppm～0.16ppm」程度が必要） 

 ３ 検出下限値（「0.02ppm」程度が必要） 

 ４ 妨害ガスの影響 

 

Ⅷ 提出先 

  申請については、平成 26 年 8 月 29 日（金）までに下記の宛先へ郵送にてお送りくだ

さい。また、各機器の審査過程において、担当責任者にホルムアルデヒド等測定技術検

討会へご出席等を依頼することがありますので、予めご承知おきください。 

＜資料提出先及び照会先＞ 

 厚生労働省健康局生活衛生課 

  住所：〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

  電話：０３－５２５３－１１１１（内線２４３２） 

  FAX：０３－３５０１－９５５４ 

 

  



                                     別紙 1 

 

建築物衛生法におけるホルムアルデヒド測定の基本方針 

 

１．対象建築物  

 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物（ただし、空気調和

設備又は機械換気設備を設けている場合に限る）。 

 

２．測定時期  

 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した

時点から直近の６月１日～９月３０日の間。 

 

３．測定方法  

（１）測定器 

   ①ＤＮＰＨ捕集－ＨＰＬＣ法により測定する機器 

   ②ＡＨＭＴ吸光光度法により測定する機器（＊） 

   ③厚生労働大臣が別に指定する測定器 

    （＊）：ＡＨＭＴ吸光光度法を原理とした簡易測定器は除く。 

（２）サンプリング 

   ①場   所：各階毎の任意の居室 

   ②時  間  帯：通常の使用時間 

   ③位   置：居室中央部の床上０.７５m～１.５０mの高さ 

   ④サンプル数：１ヵ所につき１サンプル 

   ⑤測 定 者：任意 

                                   

  



  別紙２ 

 

 

「厚生労働大臣が別に指定する測定器」を規定するまでのフロー 

 

 

   

  ○測定器の製造メーカーに対する審査    ・製造メーカー等は評価試験を実施し、   

対象機器の募集             必要資料を提出する 

 

 

 

 

 

  ○ホルムアルデヒド等測定技術検討会    ・提出されたデータ等をもとに各測定 

    において審査を実施            器について評価を実施する 

 

 

 

 

  ○厚生労働大臣告示により測定器を      ・評価の結果、建築物衛生法における 

  指定                  ホルムアルデヒド測定に用いても良い 

                     と判断される測定器について指定する                 

 

 

 

  



（別紙様式１） 

                        平成  年  月  日 

 

厚生労働省健康局生活衛生課長 殿 

 

                      所 在 地 

                      名   称 

                      代表者氏名 

 

 

 

応募申請書 

 

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）」 

施行規則第３条の２第１号の表中第７号の下欄に規定する「厚生労働大臣が別に 

指定する測定器」の指定について、関係書類を添えて申請いたします。 

 

機器製品名  

 

担当者氏名   所  属 連 絡 先 

   

   

   

   

   

 


